大刀洗町プレミアムクーポン券(第６弾)取扱店募集要項
　　　昨今の物価高騰に対する町独自の支援策として、町民に対してクーポン券を配布し、町民の生活を支援するとともに、町内事業者を応援することを目的に、全町民に対してクーポン券を配布します。このクーポン券の取扱店舗を以下のとおり募集します。

１．発行するクーポン券の概要
	名称
	第６弾大刀洗町プレミアムクーポン券

	事業主体
	大刀洗町

	発行額
	町民１人につき１６，０００円
（町負担８，０００円＋利用者負担８，０００円）

	発行冊数
	町民１人につき１冊

	クーポン券の構成
	１冊（１，０００円×１６枚）

	使用可能期間
	令和８年６月１日（月） ～ 令和８年１２月３１日（木）

	配布方法
	大刀洗町地域振興課から送付。（事前申請、購入手続きは不要。）

	使用方法
	利用者は、買い物１，０００円毎に１枚使用可能。
店舗側は、クーポン券１枚当たり５００円の値引きを行う。

	換金方法
	大刀洗町商工会からの口座振込み。



２．クーポン券取扱いにあたっての注意事項
（1） クーポン券の利用対象とならないもの
①　出資や債務の支払（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など）
②　有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の
高いものの購入
③　たばこ事業法における製造たばこの購入
④　事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入れ商品等の購入
⑤　土地、家屋購入、家賃、地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
⑥　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第２条第５項に規定する
性風俗関連特殊営業において提供される役務
⑦　特定の宗教・政治団体と関わりがあるものや公序良俗に反するもの
⑧　その他町長が適当でないと認めたもの


（2） その他留意事項
1 参加事業所における物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能とする。
2 利用期間を過ぎたクーポン券は受け取らないこと。受け取った場合は換金できないこと。
　　③　現金との交換はできないこと。
　　④　釣り銭の支払いはできないため、不足金は現金等で受け取ること。
⑤　参加事業所以外では利用不可であること。
　　⑥　クーポン券の盗難・紛失、または偽造等に対し、発行者は責務を負わないこと。
　　⑦　参加事業所において、本クーポン券を利用対象としない商品を定める場合、予め利用者が認識できるように明示すること。

３．参加資格
大刀洗町内で事業所を有し営業している事業者であること、もしくは大刀洗町商工会会員であること。ただし、次の事業者は除く。
①　風俗営業等の規制及び業務の提供に関する法律第２条第５項に規定する営業を
行っている事業者。
②　特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行って
いる事業者。
③　「２．クーポン券取扱いにあたっての注意事項（１）クーポン券の利用対象とならな
いもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者。
④　役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条２号に
規定する暴力団員）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に
該当する事業者。
⑤　その他、本事業の趣旨に照らして、大刀洗町が不適当と判断する事業者。

４．取扱店の責務
　　次に掲げる事項を遵守すること。
1 利用可能店舗であることが明確になるよう、掲示ステッカーを利用者が分かりやすい場所に掲示すること。
②　クーポン券は、受取時に問題がないか確認すること。色合いが明らかに違うなど、偽造されたクーポン券であると判断できる場合、クーポン券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに大刀洗町地域振興課まで報告すること。
③　クーポン券を受け取った時は、他店での再使用を防止するために裏面の所定欄に取扱店名を記入することとし、既に取扱店名の記入がある場合は受け取りを拒否すること。
④　クーポン券の交換及び売買は行わないこと。
※利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用されたクーポン券のみ換金が可能とする。
⑤　利用者から受け取ったクーポン券の紛失や盗難等による損失は取扱店の責務とする。
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